
情報共有システム活用（試行）の対象拡大

●情報共有システム試行の対象工事を設計２千万円以上から全工事へ拡大します

なお、対象工事については、特記仕様書へ記載します。

別添４

現行

対象工事で
ある旨特記
仕様書へ明
記する。

（対象工事）

第４条 建設局発注工事のうち「土木工事標準積算基準書」の諸
経費体系により積算を行った工事で、設計金額が20,000千円以上
の工事を対象とする。

改定後
（対象工事）

第４条 建設局発注工事のうち「土木工事標準積算基準書」の諸
経費体系により積算を行った工事を対象とする。

※但し、建設局発注工事とは、建築部発注工事及び単価契約工事、

降灰除去工事を除く。

※引き続き、対象外の工事のほか、業務委託についても受注者の

希望により対象とすることができる。

※対象工事において受注者は着手に当たり、受発注者協議により

実施の有無を決定します。
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